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○ 介護療養型医療施設について、令和５年度末の廃止期限までの円滑な移行等に向け、より早期の意思決定を促
す観点から、事業者に、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに報
告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算する。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 移行計画未提出減算 10％／日減算 （新設）

単位数

○次の要件を満たさない場合、基本報酬から所定単位数を減算。
・ 厚生労働省が示す様式を用いて、令和6年4月1日までの移行計画を半年ごとに許可権者に提出すること。

※ 最初の提出期限は令和3年9月30日とし、以後、半年後を次の提出期限とする（令和5年9月30日まで）。
※ 減算期間は、次の提出期限まで

算定要件等

２．（３）⑬ 介護療養型医療施設の円滑な移行

【介護療養型医療施設】


